
高齢者の在宅生活に必要な生活支援・介
護予防サービスを提供するとともに、生活
機能の維持向上によって虚弱を防ぎ元気
で豊かな老後生活を支援すること

（施策番号ⅩⅠ－１－２）
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通いの場の数と参加率の推移 （参加率(％)）
通いの場の主な内容内訳

（箇所数(箇所)）

（参考）事業の位置づけ：介護予防・日常生活支援総合事業
○介護予防・生活支援サービス事業 ○ 一般介護予防事業

・ 地域介護予防活動支援事業
・ 地域リハビリテーション活動支援事業 等

○ 住民主体の通いの場の取組について、介護予防・日常生活支援総合事業のうち、一般介護予防事業の中で推進。
○ 通いの場の数や参加率は増加・上昇傾向にあり、取組内容としては体操、茶話会、趣味活動の順で多い。

【財源構成】
国：25％、都道府県：12.5％、市町村12.5%
１号保険料：23％、２号保険料：27％

（※）介護予防に資する取組への参加やボランティア等へのポイント付与 ５１５市町村

うち、高齢者等による介護予防に資するボランティア活動に対するポイントの付与 ４２６市町村
（介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業）の実施状況（平成３０年度実施分）に関する調査）

住民主体の
通いの場

運動機能向上
体操等

低栄養予防
会食等

口腔機能向上
体操等

認知機能低下予防
多様な学びのプログラム等

社会参加促進
ボランティア、茶話会、
趣味活動、就労的活動、

多世代交流等

ポイントを活用して、
担い手の確保や参加も促進
（Ｈ30年度実施市町村：515）

住民主体の通いの場等（地域介護予防活動支援事業）
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１ 目 的
老人クラブは、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織であり、高齢者の介護予防と

相互の生活支援という観点から、高齢者の生きがいや健康づくりを推進することにより、
明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的とする。

２ 事業内容
個々の「①単位老人クラブ」を基礎組織とし、市町村ごとに

「②市町村老人クラブ連合会」、都道府県・指定都市ごとに、
「③都道府県・市町村老人クラブ連合会」、さらに中央に、
「④全国老人クラブ連合会」を組織して活動を行っている。

３ 会員数等（平成３０年度末現在）
・クラブ数：９５，８２３クラブ 会員数：５，２４５，７２３人
※ 概ね６０歳以上の方が対象（準会員や協力会員として６０歳未満可能なクラブ有）

４．補助金名
在宅福祉事業費補助金

【参考】老人福祉法（抜粋）
第十三条 地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が

自主的かつ積極的に参加することができる事業（以下「老人健康保持事業」という。）を実施するように
努めなければならない。

２ 地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他
当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければならない。

老人クラブ活動への助成について

全国老人クラブ連合会

都道府県・指定都市老連

市 町 村 老 連

単 位 老 人 ク ラ ブ

令和２年度予算額 2,571,935千円
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１ 老人クラブの沿革
○ 地域の高齢者の自主的組織として昭和25年～26年頃に誕生
○ 昭和42年：全国組織結成
○ 「健康・友愛・奉仕」という三大運動を中心に高齢者が豊富な人生 経験や知識・技能を生かし、生きがいと健康づくり
のための社会活動、地域で支え合う基盤づくりを展開

２ 老人クラブ数及び会員数
・ 老人クラブ数 約 9.6万クラブ（平成30年3月度末現在）
・ 会員数 約 525万人 （平成30年3月度末現在）

３ 老人クラブの組織
○ 年齢は60歳以上とする。ただし、老後の社会活動の円滑な展開に資するため、60歳未満の加入を妨げないものとする。
○ クラブ活動が円滑にできる程度の同一小地域に居住する者おおむね30人以上で組織。

４ 老人クラブの活動
○ 社会奉仕活動、生きがいを高めるための各種活動や健康づくりのための各種活動を総合的に実施するもの。
（活動の例）
●社会奉仕活動
・友愛訪問活動：寝たきり老人の慰問、独り暮らし老人への一声活 動等
・清掃奉仕：神社、仏寺等の清掃（草刈り）
・廃品回収：空き缶、空き瓶回収
・児童生徒の登校、下校時の交通安全奉仕 など

●教養講座開催
・健康教育講座、老人健康食講座、生きがい講座など

●スポーツ活動
・いきいきクラブ体操、健康ウォーキング
・ニュースポーツ（ペタンク、グランドゴルフ）など

５ 老人クラブ活動に対する国庫助成
・実施主体 都道府県・指定都市、市町村
・令和２年度予算額 25.7億円

老人クラブの概要
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○ 地域包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組、配食・見守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を
支える医療と介護の連携及び認知症の方への支援の仕組み等を一体的に推進しながら、高齢者を地域で支えていく体制を構築するため、市
町村において「地域支援事業」を実施。

○地域支援事業の事業内容 ※金額は積算上の公費 （括弧書きは国費）

（１）介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）
① 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他の生活支援サービス（配食、見守り等）
エ 介護予防ケアマネジメント

② 一般介護予防事業（旧介護予防事業を再編）
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業

（２）包括的支援事業・任意事業
① 包括的支援事業
ア 地域包括支援センターの運営
ⅰ）介護予防ケアマネジメント業務
ⅱ）総合相談支援業務
ⅲ）権利擁護業務（虐待の防止、虐待の早期発見等）
ⅳ）包括的・継続的マネジメント支援業務
※支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言、
地域のケアマネジャーのネットワークづくり 等

イ 社会保障の充実
ⅰ）認知症施策の推進
ⅱ）在宅医療・介護連携の推進
ⅲ）地域ケア会議の実施
ⅳ）生活支援コーディネーター等の配置

② 任意事業
・介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業 等

○地域支援事業の事業費

市町村は、政令で定める事業費の上限の範囲内で、介護保険事業計画にお

いて地域支援事業の内容、事業費を定めることとされている。

【事業費の上限】

① 介護予防・日常生活支援総合事業

○ 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額

② 包括的支援事業・任意事業

○ 「26年度の介護給付費の２％」×「高齢者数の伸び率」

○地域支援事業の財源構成

○ 費用負担割合は、第２号は負担せず、

その分を公費で賄う。

（国：都道府県：市町村＝２：１：１）

介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業・任意事業

【財源構成】 【財源構成】

○ 費用負担割合は、居宅給付費の
財源構成と同じ。

１号
２３％

１号
２３％

２号
２７％

都道府県
１２．５％

国
２５％

市町村
１２．５％

市町村

１９．２５％

都道府県

１９．２５％

国
３８.５％

地域支援事業の概要 令和２年度予算 公費3,944億円、国費1,972億円

2,016億円 （1,008億円）

1,928億円 （964億円）

うちイ、社会保障充実分
534億円 （267億円）

（財源構成の割合は第７期以降の割合）
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認知症施策

認知症初期
集中支援
チーム

認知症地域
支援推進員

○地域包括支援センターが開催
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握 などを行う。
※幅広い視点から、直接サービス提供に当たらない
専門職種も参加

※行政職員は、会議の内容を把握しておき、
地域課題の集約などに活かす。

地域づくり・資源開発

政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど

地域課題の把握

個別の
ケアマネジメント

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）

事例提供

支 援

サービス
担当者会議
（全ての
ケースにつ
いて、多職
種協働によ
り適切なケ
アプランを
検討）

≪主な構成員≫

その他必要に応じて参加

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、
歯科衛生士、PT、OT、ST、管理栄養士、介
護福祉士、社会福祉士、ケアマネジャーなど

自治会、民生委員、ボランティア、NPOなど

医療・介護の専門職種等

地域包括支援センターレベルでの会議（地域ケア個別会議）

地域の支援者
生活支援
体制整備

生活支援コー
ディネーター

協議体

在宅医療･介護連
携を支援する相

談窓口

郡市区医師会等

連携を支援する専
門職等

（参考）平成２７年度より、地域ケア会議を介護保険法に規定。（法第１１５条の４８）

○市町村が地域ケア会議を行うよう努めなければならない旨を規定
○地域ケア会議を、適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、地域において

自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとして規定
○地域ケア会議に参加する関係者の協力や守秘義務に係る規定 など

地域包括支援センター等において、多職種協働による個別事例の検討等を行い、地域のネットワーク構築、ケ
アマネジメント支援、地域課題の把握等を推進する。
※従来の包括的支援事業（地域包括支援センターの運営費）とは別枠で計上

地域ケア会議の推進
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○ 対象者は、第１号被保険者の全ての者及びその支
援のための活動に関わる者。

○ 対象者は、制度改正前の要支援者に相当する者。
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者（事業対象者）

※ 事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定。

※ 基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援センターに相
談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。

※ 予防給付に残る介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等を利用する
場合は、要支援認定を受ける必要がある。

事業 内容

訪問型サービス
要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援
を提供

通所型サービス
要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活
上の支援を提供

その他の生活支
援サービス

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人
暮らし高齢者等への見守りを提供

介護予防ケアマ
ネジメント

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切
に提供できるようケアマネジメント

事業 内容

介護予防把握事業
収集した情報等の活用により、閉じこもり等の
何らかの支援を要する者を把握し、介護予防
活動へつなげる

介護予防普及啓発事
業

介護予防活動の普及・啓発を行う

地域介護予防活動支
援事業

住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う

一般介護予防事業評
価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状
況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行
う

地域リハビリテーショ
ン活動支援事業

介護予防の取組を機能強化するため、通所、
訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等
へのリハビリ専門職等による助言等を実施

（１）介護予防・生活支援サービス事業（サービス事業） （２） 一般介護予防事業

総合事業を構成する各事業の内容及び対象者
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352

(2) ①サービス実施事業所（団体）数 全体の事業所（団体）数

1. 総合事業の実施状況

従前相当サービスの実施事業所（団体）は、訪問型で28,575か所、通所型で37,701か所である。
従前相当以外のサービスの実施事業所（団体）は、訪問型で13,459か所、通所型で12,556か所である。

従前相当
28,575

従前相当
37,701

従前相当以外
13,459

従前相当以外
12,556

合計
42,034

合計
50,257

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

訪問型 通所型

サービス実施事業所（団体）数
事業所数

n=1,719

（参考）
その他の生活支援サービス
の実施事業所（団体）数は、
2,477

※重複を避ける村内に所在ため、各市町する事業所（団体）のみを計上している。
（注）令和元年度老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業」（株式会社
NTTデータ経営研究所）を基に作成（令和元年６月１日時点） - 7-
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第２部 基本項目 

第１章 身体状況及び糖尿病等に関する状況 

１．肥満及びやせの状況 

 

 

図３－１ 肥満者（BMI≧25 kg/m2）の割合の年

次推移（20歳以上）（平成 20～30年） 

図３－２ 年齢調整した、肥満者（BMI≧25 kg/m2）

の割合の年次推移（20歳以上） 

（平成 20～30年） 

  

 

図４ 肥満者（BMI≧25 kg/m2）の割合（20歳以上、性・年齢階級別） 
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30-39歳

（267）

40-49歳

（407）

50-59歳

（363）

60-69歳

（503）

70歳以上

（686）

（再掲）

20-60歳代

（1,714）

総数

（2,772）

20-29歳

（177）

30-39歳

（295）

40-49歳

（420）

50-59歳

（452）

60-69歳

（599）

70歳以上

（829）

（再掲）

40-60歳代

（1,471）

(％)

男性 女性

肥満者（BMI≧25 kg/m2）の割合は男性 32.2％、女性 21.9％であり、この 10年間でみると、

男女とも有意な増減はみられない。 

やせの者（BMI＜18.5 kg/m2）の割合は男性 3.7％、女性 11.2％であり、この 10年間でみる

と、男女とも有意な増減はみられない。また、20 歳代女性のやせの割合は 19.8％である。 

65歳以上の高齢者の低栄養傾向の者（BMI≦20 kg/m2）の割合は男性 10.3％、女性

20.3％であり、この 10年間でみると男女とも有意な増減はみられない。年齢階級別にみると、

男女とも 85歳以上でその割合が高い。 

 
▼肥満の判定▼ 
BMI（Body Mass Index[kg/m2]，体重[kg]／（身長[m]）

2
）を用いて判定 （日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会平成 23年） 

（参考） 「健康日本２１（第二次）」の目標 

適正体重を維持している者の増加（肥満（BMI25 以上）、やせ（BMI18.5 未満）の減少） 

目標値： 20～60 歳代男性の肥満者の割合 28％、40～60 歳代女性の肥満者の割合 19％ 
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図５－１ やせの者（BMI＜18.5 kg/m2）の割合

の年次推移（20歳以上）（平成 20～30年） 

図５－２ 年齢調整した、やせの者（BMI＜18.5 

kg/m2）の割合の年次推移（20歳以上）

（平成 20～30年） 

  
 

 

 

   

図６－１ 低栄養傾向の者（BMI≦20 kg/m2）の

割合の年次推移（65歳以上）（平成

20～30年） 

図６－２ 年齢調整した、低栄養傾向の者（BMI

≦20 kg/m2）の割合の年次推移（65

歳以上）（平成 20～30年） 

  

 

図７ 低栄養傾向の者（BMI≦20 kg/m2）の割合（65歳以上、性・年齢階級別） 
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(％)
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（参考） 「健康日本２１（第二次）」の目標 

適正体重を維持している者の増加（肥満（BMI25 以上）、やせ（BMI18.5 未満）の減少） 

目標値： 20 歳代女性のやせの者の割合 20％ 

（参考）低栄養傾向の者（BMI≦20 kg/m2）について 

 「健康日本２１（第二次）」では、「やせあるいは低栄養状態にある高齢者」ではなく、より緩やかな基準を用いて「低栄養傾向

にある高齢者」の割合を減少させることを重視している。その際、「低栄養傾向」の基準として、要介護や総死亡リスクが統計学

的に有意に高くなるポイントとして示されている BMI20 以下を指標として設定している。 

（参考） 「健康日本２１（第二次）」の目標 低栄養傾向（BMI20 以下）の高齢者の割合の増加の抑制 目標値： 22％ 
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第３章 身体活動・運動及び睡眠に関する状況 

１．運動習慣者の状況 

 

図 21－１ 運動習慣のある者の割合の年次 

推移（20歳以上）（平成 20～30年） 

図 21－２ 年齢調整した、運動習慣のある者

の割合の年次推移（20歳以上）（平成20

～30年） 

  

 

 

図 22 運動習慣のある者の割合（20歳以上、性・年齢階級別） 

 

 

 

  

33.3 32.2 
34.8 35.0 36.1 

33.8 
31.2 

37.8 
35.1 35.9 

31.8 

27.5 27.0 28.5 29.2 28.2 27.2 
25.1 

27.3 27.4 28.6 
25.5 

0

10

20

30

40

50

平成

20年

21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

(％)

男性 女性

29.8 30.0 
31.8 31.0 32.5 

28.3 
26.3 

31.2 30.2 31.2 
27.2 

24.6 24.5 25.5 26.2 25.5 24.0 
21.2 

23.5 23.0 24.1 
21.1 

0

10

20

30

40

50

平成

20年

21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年

(％)

男性 女性

（参考） 「健康日本２１（第二次）」の目標 

運動習慣者の割合の増加 

目標値： 20～64 歳 男性 36％ 女性 33％ 

65 歳以上 男性 58％ 女性 48％ 

運動習慣のある者の割合は、男性で 31.8％、女性で 25.5％であり、この 10年間でみると、

男性では有意な増減はなく、女性では有意に減少している。年齢階級別にみると、その割合

は、男女ともに 20歳代で最も低く、それぞれ 17.6％、7.8％である。 

※「運動習慣のある者」とは、１回 30 分以上の運動を週２回以上実施し、１年以上継続している者。 
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(％) 男性 女性 

- 11-



- 21 - 

 

２．歩数の状況 

 

図 23－１ 歩数の平均値の年次推移 

（20歳以上）（平成 20～30年） 

図 23－２ 年齢調整した、歩数の平均値の 

年次推移（20歳以上）（平成 20～30年） 

  

 

 

図 24 歩数の平均値（20歳以上、性・年齢階級別） 
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※平成 24 年以降は、100 歩未満又は５万歩以上の者は除く。 

歩数の平均値は男性で 6,794歩、女性で 5,942 歩であり、この 10年間でみると、男女とも

に有意な増減はみられない。年齢階級別にみると、20～64歳の歩数は男性 7,644歩、女性

6,705歩であり、65歳以上は男性 5,417歩、女性 4,759歩である。 
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（参考） 「健康日本２１（第二次）」の目標 

日常生活における歩数の増加 

目標値： 20～64 歳 男性 9,000 歩 女性 8,500 歩 

              65 歳以上 男性 7,000 歩 女性 6,000 歩 

 

※100 歩未満又は５万歩以上の者は除く。 

男性 女性 
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